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大使館からのお知らせ 

（南ア改正入管法：内務省による説明） 

 

在南アフリカ共和国日本国大使館 

 

 ７月９日、内務省（入管サービス担当副次官（Mr. Jackson McKay, DDG Immigration 

Services）及び法務課長(Adv. Tsietsi Sebelemetja, Director of Drafting (Legal 

Services))が出席）は在南アフリカ駐在外交団に対し、今回の改正入管法の概略に関

する説明会を開催しました。これまで大使館からのお知らせとしてご案内した内容と

重複するところもありますが、在留邦人の皆様から大使館に寄せられた関心の高い項

目につき、内務省による説明内容を以下のとおりお知らせします。 

 

１ １８歳未満の子供の南ア出入国に係る書類提示義務 

（１）新規則第６条１２項に基づき、両親が１８歳未満の子供を伴って南アに出入国

を行う場合は出生証明書の提示が義務付けられます。また、片方の親や両親ではない

第３者が子供を伴って南アに出入国を行う場合には、旅行しない片方の親乃至両親か

らの宣誓供述書（affidavit）の提示が義務付けられます。（詳細は条文を参照。以下

に参考抜粋。） 

（２）新規則第６条１２項に基づく上記義務（出生証明書の提示義務のみならず全て

の関連書類提示義務）は、本年１０月１日以降実施されます。出入国の都度、必要書

類の提示がなされない場合には当該子供の出入国が認められません。 

（３）上記義務は、南ア国籍者のみならず、短期旅行者や外交旅券所持者等南アに出

入国する全ての人に適用されます。 

 

２．出生証明書（an unabridged birth certificate） 

（１）戸籍謄（抄）本に基づき日本の在外公館が作成した英文出生証明書（手数料要）、

又は、戸籍謄（抄）本に基づき英訳された出生証明書は有効と認められます。 

（２）なお、英訳の方法については、sworn translator により英訳され、sworn 

translatorによる英訳証明書が添付されている必要があるとの説明がありました。他

方、日本においては南ア政府が指定した sworn translator は存在しないことから、

大使館としては今後、南ア国際関係協力省及び内務省に対して、日本における具体的

な英訳方法について確認を進めてまいります。 

（３）在留邦人各位におかれましては、ご面倒でも戸籍謄（抄）本原本を日本から取

り寄せて頂き、在南ア日本大使館から英文出生証明書の発給を受けるのが確実な方法

です。お子様がいらっしゃる在留邦人各位におかれましては、なるべく早めに申請手

続きを進めて頂くようお願い致します。（なお、日本での戸籍謄（抄）本の取得目的

は、「南アフリカ入管規則に基づき、両親と子供の関係を示す出生証明書の提示が義

務付けられていること」となります。） 

 

 



３．宣誓供述書（affidavit） 

（１）宣誓供述書（affidavit）は、各国の法律にしたがって３カ月以内に作成され

たものである必要があります。例えば南アにおいては、宣誓管理官(Commissioner of 

Oaths)によりその記載内容を証する署名・押印がされる必要があります。旅行しない

片方の親乃至両親が記載・署名したのみの単なる同意書は有効な書類とは見なされま

せん。 

（２）宣誓供述書（affidavit）は、英文で作成されたもの、英文を外国語と併記し

たかたちで作成されたもの、若しくは外国語で作成されたものを英文翻訳したもので

ある必要があります。英訳の方法については、上記２．（２）に記載の通りです。 

（３）日本においては、宣誓供述書（affidavit）の作成は一般的な法慣習ではない

ことから、大使館としては今後、南ア国際関係協力省及び内務省に対して、日本にお

ける具体的な作成手続き及び具体的記載内容について確認を進めてまいります。 

（４）在留邦人各位におかれましては、１０月１日以降、片親によるお子様を伴って

の南ア出入国を予定されている場合には、無用のトラブルを防ぐため、宣誓供述書に

記載すべき内容を含めご面倒でも公証人・弁護士・法律事務所・在京南ア大使館等に

逐次相談しながら対応の準備をして頂くようお願いします。 

 

４．学校に通学している子供のビザ 

（１）南アフリカにおいては、留学生に限らず、学校関連法(School Act/University 

Act/FET Act)に規定されている教育機関（初等・中等・高等学校、大学等）で教育を

受ける場合には、Study Visaを取得することになっています。但し、これまで実態と

しては、Visitor’s Visa等家族帯同ビザのまま教育機関側が生徒を受け入れている

ケースが見られています。 

（２）内務省は、今回の改正入管法施行を機に，家族帯同ビザ等のままの生徒は Study 

Visaに切り替えるよう、教育機関を通じて求めていくとのことです。 

（３）在留邦人各位におかれましては、お子様が日本人学校や現地・国際学校、大学

等で教育を受けている場合には、お子様に付与されている査証の種類・有効期間を改

めて確認頂き、Study Visaでない場合には Study Visaへの切り替え準備を進めるよ

うお願いします。 

 

５．短期滞在査証 

（１）日本人で９０日以内の滞在であれば査証免除で入国が認められていますが、９

０日以内であっても、観光目的以外、例えば就労と見なされる場合（業務出張も含ま

れると解釈されます）や文化活動を行う場合等については、出発前に居住国にある（な

い場合には居住国を管轄する）南アフリカ大使館（総領事館）に申請を行い、

authorizationを得る必要があるとのことです。 

（２）Visitor’s Visaの延長手続きは南ア国内で可能です（１回のみ）。但し、ステ

ータス（Visaの種類）の変更手続きは南ア国内では出来ないこととなりました。 

 

６．配偶者ビザ 

 新規則第３条２項(a)(i)において婚姻関係が２年以上あることが申請の条件と規

定されていますが，右規定は永住許可申請に係わる場合にのみ適用されるものです。 



 

７．その他 

（１）改正入管法施行後の南ア国内における各種申請は、内務省ではなく，南ア９州

１１都市に設置された Visa and Permits Facilitation Center (Visa Facilitation 

Service/VFS)にてのみ受け付けられることとなりました。 

（２）現在、改正入管法に係わるＱ＆Ａを作成中で、完成次第、内務省ＨＰに掲載予

定とのことです。 

（３）有効な査証を持たずに出国した場合は undesirableと認定されますが、この場

合は１０日以内に不服申し立てを行うことが出来ます。 

申立先は、Overstayappeals@dha.gov.za（内務省ＨＰも参照）です。申立後、原則４

８時間以内に回答するとのことです。 

 

８．内務省関係連絡先（いずれも内務省ＨＰに掲載されているもの） 

（１）入管サービス担当副次官 Mr. Jackson McKay, DDG Immigration Services 

   電話：082-442-8998/012-406-2697／メール jackie.mackay@dha.gov.za 

（２）General Enquiry 

   電話 012-406-2815/16） 

（３）Temporary Residence Visa関係：Mr. Ronney Marhule 

   電話 082-803-7116／メール ronney.marhule@dha.gov.za 

（４）Permanent Residence Permit関係：Ms. Joyce Mamabolo 

   電話 082-906-8339／メール joyce.mamabolo@dha.gov.za 

（５）Corporate Account Unit：Mr. Phindiwe Mbhele 

   電話 076-890-0026／メール phindiwe.mbhele@dha.gov.za 

（６）Waivers and Exemptions関係：Ms. Yogie Travern 

   電話 082-887-6537／メール yogie.travern@dha.gov.za 

（７）Appeals and Reviews関係：Ms. Regina Menoe 

   電話 073-896-3988／メール reginah.menoe@dha.gov.za 

 

（参考）Immigration Regulations 2014、第６条１２項抜粋 

6.(12)(a) Where parents are travelling with a child, such parents must produce 

an unabridged birth certificate of the child reflecting the particulars of the 

parents of the child. 

(b) In the case of one parent travelling with a child, he or she must produce 

an unabridged birth certificate and- 

(i) consent in the form of an affidavit from the other parent registered as 

a parent on the birth certificate of the child authorizing him or her to enter 

into or depart from the Republic with the child he or she is travelling with; 

(ii) a court order granting full parental responsibilities and rights or 

legal guardianship in respect of the child, if he or she is the parent or 

legal guardian of the child; or 

(iii) where applicable, a death certificate of the other parent registered 

as a parent of the child on the birth certificate; 
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Provided that the Director-General may, where the parents of the child are 

both deceased and the child is travelling with a relative or another person 

related to him or her or his or her parents, approve such a person to enter 

into or depart from the Republic with such a child. 

(c) Where a person is travelling with a child who is not his or her biological 

child, he or she must produce- 

(i) a copy of the unabridged birth certificate of the child; 

(ii) an affidavit from the parents or legal guardian of the child confirming 

that he or she has permission to travel with the child; 

(iii) copies of the identity documents or passports of the parents or legal 

guardian of the child; and 

(iv) the contact details of the parents or legal guardian of the child, 

Provided that the Director-General may, where the parents of the child are 

both deceased and the child is travelling with a relative or another person 

related to him or her or his or her parents, approve such a person to enter 

into or depart from the Republic with such a child. 

(d) Any unaccompanied minor shall produce to the immigration officer- 

(i) proof of consent from one of or both his or her parents or legal guardian, 

as the case may be, in the form of a letter or affidavit for the child to 

travel into or depart from the Republic: Provided that in the case where one 

parent provides proof of consent, that parent must also provide a copy of 

a court order issued to him or her in terms of which he or she has been granted 

full parental responsibilities and rights in respect of the child; 

(ii) a letter from the person who is to receive the child in the Republic, 

containing his or her residential address and contact details in the Republic 

where the child will be residing; 

(iii) a copy of the identity document or valid passport and visa or permanent 

residence permit of the person who is to receive the child in the Republic; 

and 

(iv) the contact details of the parents or legal guardian of the child. 

 

以上 


